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２０２６年度（令和８年度）福山市生涯学習活動費補助金の申請について 

 

 

１ 補助の目的 

この補助金は、福山市生涯学習振興基金から得られる益金の一部を活用して、

市内で活動している学習団体が、自主的・主体的に企画・実施する学習活動（生

きがいづくりや仲間づくりに繋がるとともに、社会啓発や公共の利益、地域の

各種団体やＮＰＯとの連携など、学習成果が広く社会に還元されるような活動

のこと）の経費の一部を補助することにより、広く生涯学習活動の充実・活性

化を図るものです。 

 

２ 補助対象 

 （１）補助対象団体 

補助金交付の対象となる団体は、市内に住居を有するか、勤務している者が

過半数以上で構成されている団体で、次に該当するものとします。 

    ア 社会教育法第１０条を基本とした社会教育関係団体 

    イ 自主的・主体的学習活動を主たる目的とした構成人数５人以上の学習    

グループ 

   参考：社会教育法第１０条 

「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属し

ない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものを

いう。 

 

 （２）補助対象活動 

補助金交付の対象となる活動は、学習団体の自主的・主体的学習活動の内、

次の各号に掲げる学習テーマに係る活動とし、学習成果の発表、会員以外を対

象とした講座の開催や地域活動の活性化に資する取組など、学習成果が広く社

会に還元されるようなもの。 

 

   学習テーマ 

ア 子育て支援に関する活動 

イ 高齢者や障がい者の社会参加・参画など、福祉に関する活動 

ウ 芸術、ものづくりをはじめとした創作活動や文化財の保護に関する活動 

エ 人権、環境、福祉、男女共同参画、教育など、現代的課題に関する活動 

オ ＮＰＯ等市民活動団体や、企業、大学等との連携に関する活動 

カ 児童・生徒の学校外活動の促進に関する活動 

キ 生涯スポーツの啓発・普及活動 
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※ 次の活動は補助対象となりません 

    ア 他の補助金を受けている活動 

     なお申請中の場合は、結果によってはどちらか一方を辞退していた 

だきます。 

    イ 特定の政党、選挙の候補者を支持する活動 

    ウ 特定の宗教、宗派、教団等を支持する活動 

    エ 個人の学習活動、営利目的の活動 

    オ 公的機関が実施する活動 

カ 専ら趣味的活動に類する活動 

  

（３）事業実施期間 

  ２０２６年（令和８年）４月１日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

 （４）補助金額 

ア 補助金額は、１つの学習活動について補助対象経費の２分の１以内で 

金額の上限は５万円です。 

イ 補助金の補助対象期間は、着手予定年月日から完成予定年月日までを

対象とします。着手予定年月日は、申請日以降の日付としてください。 

ウ 補助金の交付は、１団体について年１回とします。 

 

（５）補助金の返還 

次のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消し、補  

助金の全部もしくは一部を返還していただく場合があります。 

ア 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。 

イ 必要な届出や報告をせず、又は虚偽の届出・報告をしたとき。 

ウ 対象となる団体がなくなったとき。 

 

３ 申請手続き 

（１）申請書類 

・  補助金交付申請書 

・  （添付書類１）申請団体概要  

・  （添付書類２）事業計画書 

・  （添付書類３）収支予算書 

・  （添付書類４）資金計画書〔前金払いを必要とする場合のみ〕 

※原則、補助金は活動終了後「事業報告書」に基づき交付します。  

ただし「資金計画書」を申請時に提出される場合は、交付決定後 

（６月下旬頃）に補助金を交付します。 

・  （添付書類５）確認書〔福山市暴力団排除条例による〕 

・  （ 任 意 様 式 ）備品購入理由書 ※備品の購入がある場合のみ 
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・  （ 任 意 様 式 ）過去２年度の活動の成果や効果の説明  

※３年度目の申請の場合のみ 

・  関係資料（規約、これまでの活動内容のわかる参考資料） 

 

（２）申請書受付期間 

     ２０２６年（令和８年）４月１日（水）～４月３０日（木） 

    ８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く） 

 

（３）申請書の配付・問合せ先・提出先 

    まちづくり推進課（福山市役所本庁舎９Ｆ）電話（０８４）９２８－１２４３ 

メールアドレス machidukuri-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp  

    中部地域振興課（まなびの館ﾛｰｽﾞｺﾑ４Ｆ） 電話（０８４）９３２－７２６５ 

    南部地域振興課（沼隈支所内）      電話（０８４）９８０－７７１３ 

    松永地域振興課（西部市民ｾﾝﾀｰ内）    電話（０８４）９３４－５４４３ 

    北部地域振興課（北部市民ｾﾝﾀｰ内）    電話（０８４）９７６－９４６０ 

    東部地域振興課（東部市民ｾﾝﾀｰ内）    電話（０８４）９４０－２５７４ 

    神辺地域振興課（かんなべ市民交流センター内） 電話（０８４）９６２－５０２６ 

 

申請書類データ掲載場所URL及びQRコード  

 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/machidukuri-suisin/366391.html 

 

（４）申請書の記入方法 

    ア 申請書は、所定の様式に記入してください。また可能な限り、データ

入力し、電子メールでの提出をお願いします。 

    イ 各記載事項の欄に書ききれない場合は、別紙を添付してください。 

 

（５）事業着手届 

着手予定年月日を記載した「補助金交付申請書」をもって「事業着手

届」とみなします。この日とは別に着手する場合は、「事業着手届」

（任意様式）を提出してください。 

 

４ 審査方法・交付決定 

（１）プレゼンテーション【2026年5月23日（土）を予定しています】 

申請書類とプレゼンテーションによる審査を行います。 

プレゼンテーションは、福山市生涯学習振興基金運営協議会において申請

内容について3分間ご紹介をいただいた後、質疑応答を実施します。 

※オンライン（ZOOM）での参加、編集した動画やパワーポイントでのプレ
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ゼンテーションも可 

開催日時、場所等については別途通知します。 

なお、参加いただけない場合には、審査の対象となりません。 

 

 （２）交付決定通知【2026年6月上旬（予定）】 

交付決定については、郵送で通知します。 

 

（３）事業計画変更及び事業中止の場合 

補助金交付決定後において、活動内容や交付申請金額等を変更するとき

は、事前に「事業計画変更・休止・取下申請書」に必要書類を添えて提出

し、承認を受けてください。また、対象活動を休止、申請を取り下げる場

合も「事業計画変更・休止・取下申請書」により承認を受けてください。 

 

５ 補助金交付方法 

    この補助金は原則、学習活動が終了した後、「事業報告書」に基づき交付 

 します。ただし、前金払いが必要と認められる場合はこれに限りません。 

 （１）事業実施報告 

学習活動の終了後１か月以内に、次のとおり事業の報告をお願いします。 

・  事業報告書 

・  事業実施報告書 （添付書類１） 

・  収支決算書   （添付書類２） 

・  関係資料 

 

 （２）交付時期（ただし、前金払いの場合を除く） 

「事業報告書」の提出後、内容等について確認し、補助金を交付します。 

 

（３）支払相手方登録 

補助金の振込みにあたって、交付先を登録する必要があります。未登録の

場合には、「支払相手方登録依頼書」の提出が必要です。また、次の項目

に該当する場合には、変更届が必要となります。 

ア 代表者の変更があった場合。 

     イ 振込口座の変更があった場合。 

ウ 登録した印鑑を変更する場合。 

 （４）請求書（※補助金の前金払いを必要とする場合） 

補助金交付決定後、代表者宛に請求書をお送りしますので、内容や金額を

確認した後、補助金交付申請書に押印した印鑑と同じ印を押印して提出し

てください。 

 

 

4



６ 学習成果についての公表 

補助金交付団体の活動状況を見学させていただき、まちづくり推進課のホー

ムページにおいて団体の学習成果を公表します。（３月頃） 

 

７ そ の 他 

 （１）帳簿等の作成（関係書類の整理、保管） 

学習活動の実施にあたり、必要な活動内容の記録、金銭出納簿等の帳簿を

備え付け、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明確にしておいてくだ

さい。証拠書類の無い支出は、補助対象経費となりません。 

 （２）記録写真 

     実施報告書添付用の記録写真を撮影してください。 

（３）本手引きは、福山市生涯学習活動費補助金交付要綱第１０条の規定

に基づき、必要な事項を定めています。 
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補助金交付申請書の記入方法等について 
 

○［添付書類 １］申 請 団 体 概 要  

１「構成員」について 

会員としての要件を満たしている人数を記入してください。 

２「団体の設立目的」、「活動状況・実績」について 

団体の概要や過去の事業実績のわかる資料がありましたら、添付してくだ

さい。 

３「事務局（連絡先）」について 

補助金の関係資料等を送付する場合に、連絡が必ず取れる連絡先を記入し

てください。 

 

○［添付書類 ２］申 請 し た 事 業 計 画 に つ い て  

団体の活動について、設問ごとに内容を記入してください。 

①今回計画した事業について、年間スケジュールを記入してください。 

事業の年間計画を具体的に記入してください。 

②事業の目的・効果・特徴など具体的に記入してください。  

   （１）事業の目的：何を目的に実施するのか（具体的に） 

   （２）事業効果：事業を実施による効果（生涯学習の観点から） 

   （３）事業の特徴：事業の具体的な特徴を記入してください。 

             なお、参考となる資料等があれば添付してください。 

 ③当補助金を活用することで、社会の役に立つ（福祉、子育て、安心安全、健

康、人権、地域の連携など）、または地域に貢献できるような活動にどのよ

うな形でつながるのか記入してください。  

 

○［添付書類 ３］ 

収 支 予 算 書 （ 収 入 の 部 ）  

１ 補 助 金 

生涯学習活動費補助金は、補助対象経費の２分の１以内（千円未満切り

捨て、上限５万円）を記入してください。 

２ 団体負担金 

 金額は、総額から補助金、事業収入を差し引いた額を記入してください。 

なお、積算内訳には、会費を徴収しているときは「（１人あたりの金額）

×会員数」を記入し、申請団体の会計からの負担または他から支援を受け

る際には、団体名と金額を記入してください。 

３ 事 業 収 入 

 入場料収入、有料の整理券、物品の販売等の収入があるときは、その金額

及び積算内訳を記入してください。 
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収 支 予 算 書 （ 支 出 の 部 ）  

１ 積算内訳は、経費の名称及び「単価×数量」を記入してください。 

２ 予算額は、項目ごとに合計金額を記入してください。 

３ 収入と支出の合計は必ず同額としてください。 

【補助対象】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 補助対象にならないもの 

 ・飲食代などの食料費 

 ・寄贈するための備品購入（例えば、購入した品を交流館に寄贈） 

 ・賞品や景品、記念品などの配布 

 ・他団体・機関等への補助金としての支出（再補助の禁止） 

 ・個人の利益につながるもの 

 ・上記のほか、補助対象事業に関わらない支出 

 

○［添付書類 ４］資 金 計 画 書   ≪前金払いを必要とする場合≫ 

原則、補助金の交付については事業完了後、「事業報告書」に基づいて交

付しますが、前金払いが必要と認められる場合においては、別紙【記入

例】を参照して、資金の活用状況を提出してください。 

 

○［添付書類 ５］確認書 

福山市暴力団排除条例に基づき、団体のメンバーが暴力団員等の構成員で

ないことを確認するものです。記入のうえ提出してください。 

 

○そ の 他  添付書類として、次のようなものがあれば添付してください。 

   ・備品購入理由書（任意様式）※備品の購入がある場合のみ 

   ・３年度目の申請の場合は、過去２回の活動の成果や効果の説明※任意様式 

・規約、これまでの活動内容のわかる参考資料 

項    目 主 な 補 助 対 象 経 費 

報 償 費  講師（交通費を含む）等への謝礼 

消 耗 品 費  文具などの消耗品（食料費は除きます） 

印 刷 費 資料などの印刷や製本に要する経費 

備 品 費 

 事業に使用する物品で、特に必要と認められるもの 

（１件あたり２万円以上のもの） 

※特に必要な理由を任意の様式に記載し、添付して

ください。 

通 信 費  郵便はがき、郵便切手等の購入費 

借 上 料 会場、機材等の借上料、各種機材のレンタル料 

参 加 費 各種大会や展覧会への登録料 

保 険 料 傷害保険料など 
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補 助 金 交 付 申 請 書                              

                           年  月  日  

 

  福 山 市 長 様           

 

               住  所  

               団 体 名      

               代表者名               

 

  福山市生涯学習活動費補助金の交付を受けたいので、福山市生涯学習

活動費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）及び福山市補助金交付

規則（昭和４１年規則第１７号）の内容を了承の上、要綱第５条の規定

により、次のとおり申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 名     

       

 実施場所  

       

 事 業 費     

                  円  

 補助金申請額  

               円  

 計画の概要  

   

 

 着手予定  

 年 月 日              年   月   日  

 完成予定  

 年 月 日              年   月   日  

  添付書類 

  １ 申請団体概要 ２事業計画書  ２ 収支予算書 ３ 資金計画書         

４ 確認書 ５ その他市長が必要と認めた書類（         ）  

                               財－2024.3.28 A4 
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[添付書類１］ 

申 請 団 体 概 要  

（    年  月現在） 

団 体 名 
 

代 表 者 名 前  

構 成 員         人 

設 立 目 的  

活動状況・実績 

 

団体設立年月日：    年 月 日 

 

 

事 務 局 

（連 絡 先） 

名 前  

住 所 

〒 

電話（FAX）  

E - m a i l 
（携帯メールは不可） 

 

 

 

 

 

※パンフレットや活動報告書など、団体活動の概要がわかる資料がありましたら、添付して 

ください。 

 

 

過去の当補助金の活用の有無 

・ある              

１回目     年度      円 

２回目     年度      円 

・ない 

今回の申請事業に対する他の 

補 助 金の 活用 の有 無  

申請中または申請予定が 

・ある（名称：              ）   

・ない 
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〔添付書類２］ 

事 業 計 画 書  

 

①今回計画した事業について、年間スケジュールを記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業の目的・効果・特徴など具体的に記入してください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③当補助金を活用することで、社会の役に立つ（福祉、子育て、安心安全、健

康、人権、地域の連携など）、または地域に貢献できるような活動にどのよう

な形でつながるのか記入してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼンテーションの際、この書類（添付書類２）に沿って計画内容をご説明し

ていただきます。つきましては、各団体において、提出前には必ずコピーをとっ

ておいていただくとともに、当日はご持参いただくようお願いします。  

 

10



〔添
付
書
類
３
〕

【収
入
の
部
】

（
単

位
：

円
）

収
入

科
目

前
年

度
決

算
予

算
額

補
助

金
0

0

合
計

0
0

0

【支
出
の
部
】

（
単

位
：

円
）

支
出

科
目

前
年

度
決

算
予

算
額

合
計

0
0

●
補
助
金
を
必
要
と
す
る
理
由
（
「
前
年
度

決
算
」
及
び
「
本
年
度
予
算
」
を
踏
ま
え
、
そ
の
金
額
の
必
要
性
（
根
拠
）
を
 具

体
的
　
か
つ
　
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
。
）

内
訳

福
山

市
生
涯

学
習

振
興

基
金

補
助

金

収
　
支
　
予
　
算
　
書

事
業

収
入

団
体

負
担

金
等

内
訳
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[
添
付
書
類
4
]

資
　
金
　
計
　
画
　
書
(※
前
金
払
い
を
必
要
と
す
る
場
合
)

（
補
助
金
交
付
申
請
書
添
付
書
類
）

（
単
位
：
円
）

予
算
項
目

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計

福
山
市
生
涯
学
習
活
動
費
補
助
金

0

事
業
収
入

0

団
体
負
担
金

0 0 0

計
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Ａ 　 収 入 Ｂ 　 支 出

　
事
業
完
了
前
に
交
付
を
必
要
と
す
る
理
由

本
事
業
は
別
紙
の
と
お
り
、
生
涯
学
習
活
動
費
補
助
金
を
活
用
し
て
自
主
的
・
主
体
的
に
企
画
・
実
施
す
る
事
業
で
あ
り
、
生
涯
学
習
活
動
の
啓
発

と
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
も
の
で
す
｡

つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
実
施
に
あ
た
り
、
事
業
完
了
前
に
補
助
金
の
交
付
を
必
要
と
す
る
も
の
で
す
。

Ｃ
　
差
引
（
Ａ
－
B
）

Ｄ
　
繰
越
残

（
前
月
分
Ｄ
＋
今
月
分
Ｃ
）

20
01
-財

－
28
8　
　
A
4
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［添付書類５］ 

 

確 認 書 

 

 

   年   月   日  

 

 

 福 山 市 長 様  

 

 

住  所               

 

                 団 体 名 

 

代表者名           

 

 

 

 

  本団体及び構成員は、次に掲げる各号のいずれにも該当しません。 

 また、必要に応じて広島県警察本部に照会することを承諾します。 

 

 

１ 暴力団（福山市暴力団排除条例〔平成２４年３月１６日条例第１０号。 

以下「条例」という。〕第２条第１項の暴力団をいう。） 

２ 暴力団員等（条例第２条第３項の暴力団員等をいう。） 
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記入例 

補 助 金 交 付 申 請 書               

                           2026 年 4 月 1 日 

 

  福 山 市 長 様           

 

               住  所  福山市東桜町 3 番 5 号  

               団 体 名      イクメンサークルふくやま 

               代表者名  福山 太郎        

 

 福山市生涯学習活動費補助金の交付を受けたいので、福山市生涯学習

活動費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）及び福山市補助金交付

規則（昭和４１年規則第１７号）の内容を了承の上、要綱第５条の規定

により、次のとおり申請します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 名     

        もっともっと家庭で子育てを〝イクメン養成講座〟 

 実施場所 

         まなびの館ローズコム、○○交流館ほか 

 事 業 費     

          110,000 円 

 補助金申請額 

        50,000 円 

 計画の概要 

 

別紙：事業計画書のとおり 

 着手予定 

 年 月 日             2026 年 4 月 1 日 

 完成予定 

 年 月 日             2027 年 3 月 31 日 

  添付書類 

  １ 申請団体概要 ２事業計画書  ２ 収支予算書 ３ 資金計画書  

４ 確認書 ５ その他市長が必要と認めた書類（        ）  

               

                              財－2024.3.28 A4 

対象経費 110,000×1/2＝55,000 

*ただし、千円未満切捨て、上限

5 万円のためここでは 50,000 円

を記載 

申請日≦着手予定日 
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［添付書類１］ 

申 請 団 体 概 要  

（2025 年 4 月現在） 

団 体 名 イクメンサークルふくやま 

代 表 者 名 前 福山 太郎 

構 成 員       13 人 

設 立 目 的 
父親の役割や仕事と育児の両立について、子どもとの触れ合いを通

して遊び方を学習し、育児に積極的に参加のできる父親の養成を図

る。       

活動状況・実績 

 

団体設立年月日：2023 年 4 月 1 日 
 

会員相互の情報交換を図るために、毎月定例会を実施している。 

 ２０２３年・・・ 

  ２０２４年・・・ 

２０２５年・・・などの活動を行い、･･････している。 

 

事 務 局 

（連 絡 先） 

名 前 東桜 花子 

住 所 

〒720-8501 
 

福山市東桜町●番●号 

電話（FAX） ○○○-○○○○ 

E - m a i l 
（携帯メールは不可） 

△△△△△△＠fukuyama.co.jp 

 

 

 

 

過去の当補助金の活用の有無 

・ある              

１回目    年度      円 

２回目    年度      円 

・ない  

今 回 の 申 請 事 業 に 対す る 他 の 

補 助 金 の 活 用 の 有 無 

申請中または申請予定が 

・ある（名称：              ）   

・ない  

※パンフレットや活動報告書など、団体活動の概要がわかる資料がありましたら、添付して 

ください。 
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〔添付書類２］ 

事 業 計 画 書  

 

①今回計画した事業について、年間スケジュールを記入してください。 

 

月１回の定例会を基本に、講座（年４回）や交流会（年３回）も開催する。 

 

○月････ 

○月････ 

○月････  

 

 

 

 

②事業の目的・効果・特徴など具体的に記入してください。   

 

今年度は「イクメン」としてテレビでも活躍中の○○さんを招いて講演会を開催す

る予定であり、主にはその謝礼として活用したいと考えている。広くたくさんの方に

参加してもらい、子育てに参加したいけれどその方法が分からず不安を持つ男性に、

当講演会を通じて育児参加のきっかけを持ってもらうことを期待する。 

団体ホームページやチラシ配布を通じて、広く会員以外の方（育児に積極的

な男性）にも講座やイベント等の告知を行うことで参加者を募っている。ま

た、活動報告についても同ホームページ上にて随時更新を行っており、誰でも

閲覧できるよう常時公開している。 

 

 

 

③当補助金を活用することで、社会の役に立つ（福祉、子育て、安心安全、健

康、人権、地域の連携など）、または地域に貢献できるような活動にどのよう

な形でつながるのか記入してください。  

 

近年、核家族化や共働き家庭が増加する中で、少子化問題や男女共同参画の視点

から特に男性の育児参加が必要とされている。このような社会情勢の中で、育児に

積極的な男性（イクメン）をめざす方を対象に講座や交流会を開催し、育児を楽し

む方法を学習する場および同様の悩みを持つ仲間との情報共有の場を提供すること

で社会の役に立つ活動を行えることと考える。 

プレゼンテーションの際、この書類（添付書類２）に沿って計画内容をご説明し

ていただきます。つきましては、各団体において、提出前には必ずコピーをとっ

ておいていただくとともに、当日はご持参いただくようお願いします。  
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〔添
付
書
類
３
〕

【収
入
の
部
】

（
単

位
：

円
）

収
入

科
目

前
年

度
決

算
予

算
額

補
助

金
0

50
,0

00

20
,0

00

20
,0

00

20
,0

00

0

合
計

40
,0

00
11

0,
00

0
60
,0

00

【支
出
の
部
】

（
単

位
：

円
）

支
出

科
目

前
年

度
決

算
予

算
額

報
償

費
10

,0
00

50
,0

00

需
用

費
25

,0
00

36
,0

00

通
信

費
1,

00
0

4,
00

0

借
上

料
4,

00
0

20
,0

00

合
計

40
,0

00
11

0,
00

0

今
ま

で
は

、
毎

月
の

定
例

会
と

年
に

1回
「

子
育

て
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
」

を
開

催
し

て
い

ま
し

た
が

、
父

親
の

子
育

て
へ

の
参

画
を

目
的

に
事

業
を

拡
大

す
る

予
定

で
す

。

会
場

借
上
料

（
4,

00
0円

×
5回

）

講
師

謝
礼
（

10
,0

00
円

×
5人

）

●
補
助
金
を
必
要
と
す
る
理
由
（
「
前
年
度

決
算
」
及
び
「
本
年
度
予
算
」
を
踏
ま
え
、
そ
の
金
額
の
必
要
性
（
根
拠
）
を
 具

体
的
　
か
つ
　
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
。
）

会
員

年
会

費
 2

,0
00

円
×

10
人

内
訳

事
務

用
消
耗

品
、

印
刷

代
（

チ
ラ

シ
・

資
料

）

切
手

代

20
,0

00

収
　
支
　
予
　
算
　
書

ま
た

、
講

師
の

充
実

、
広

報
を

行
う

こ
と

で
、

参
加

者
数

と
学

習
効

果
を

大
き

く
伸

ば
し

、
ま

た
託

児
を

設
け

る
こ

と
で

参
加

し
や

す
い

環
境

整
え

ま
す

。

つ
き

ま
し

て
は

、
事

業
の

拡
充

に
あ

た
り

、
活

動
費

の
補

助
金

を
申

請
す

る
も

の
で

す
。

内
訳

子
育

て
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
参

加
費

 5
00

円
×

40
人

福
山

市
生
涯

学
習

振
興

基
金

補
助

金

事
業

収
入

20
,0

00
40

,0
00

イ
ク

メ
ン

養
成

講
座

参
加

費
　

10
0円

×
50

人
×

4回

20
,0

00
団
体

負
担

金
等
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[添
付
書
類
４
]

【
記

入
例

】
　

資
　

金
　

計
　

画
　

書
（
※

前
金

払
い

を
必

要
と

す
る

場
合

）
（
補
助
金
交
付
申
請
書
添
付
書
類
）

（
単
位
：
円
）

予
算

項
目

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月
計

福
山

市
生

涯
学

習
活

動
費

補
助

金
50

,0
0
0

50
,0

00

事
業

収
入

2
0,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

40
,0

00

団
体

負
担

金
2
0
,0

00
20

,0
00

0 0

計
2
0
,0

00
2
0,

00
0

55
,0

0
0

0
5,

00
0

0
5,

00
0

0
5,

00
0

0
0

0
11

0,
00

0

報
償

費
2
0,

00
0

10
,0

00
10

,0
00

10
,0

00
50

,0
00

需
用

費
1
0,

00
0

15
,0

0
0

5,
00

0
6,

00
0

36
,0

00

通
信

費
4
,0

00
4,

00
0

借
上

料
5
,0

00
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

20
,0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

計
0

3
9,

00
0

0
15

,0
0
0

15
,0

00
5,

00
0

15
,0

00
6,

00
0

15
,0

00
0

0
0

11
0,

00
0

2
0
,0

0
0

△
 1

9
,0

0
0

5
5
,0

0
0

△
 1

5
,0

0
0

△
 1

0
,0

0
0

△
 5

,0
0
0

△
 1

0
,0

0
0

△
 6

,0
0
0

△
 1

0
,0

0
0

0
0

0
0

2
0
,0

0
0

1
,0

0
0

5
6
,0

0
0

4
1
,0

0
0

3
1
,0

0
0

2
6
,0

0
0

1
6
,0

0
0

1
0
,0

0
0

0
0

0
0

0

Ａ 　 収 入 Ｂ 　 支 出

　
事

業
完

了
前

に
交

付
を

必
要

と
す

る
理

由
本

事
業

は
別

紙
の

と
お

り
、

生
涯

学
習

活
動

費
補

助
金

を
活

用
し

て
自

主
的

・
主

体
的

に
企

画
・
実

施
す

る
事

業
で

あ
り

、
生

涯
学

習
活

動
の

啓
発

と
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

に
実

施
す

る
も

の
で

す
｡

つ
き

ま
し

て
は

、
事

業
実

施
に

あ
た

り
、

事
業

完
了

前
に

補
助

金
の

交
付

を
必

要
と

す
る

も
の

で
す

。

Ｃ
　

差
引

（
Ａ

－
B

）

Ｄ
　

繰
越

残
（
前

月
分

Ｄ
＋

今
月

分
Ｃ

）

20
01

-財
－

28
8　

　
A

4
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記入例 

 

 

［添付書類５］ 

 

確 認 書 

 

 

   ２０２６年 ４月 １日 

 

 

 福 山 市 長 様  

 

 

住  所 福山市東桜町 3 番 5 号 

 

                 団 体 名 イクメンサークルふくやま 

 

代表者名 福山 太郎     

 

 

 

 

  本団体及び構成員は、次に掲げる各号のいずれにも該当しません。 

 また、必要に応じて広島県警察本部に照会することを承諾します。 

 

 

１ 暴力団（福山市暴力団排除条例〔平成２４年３月１６日条例第１０号。 

以下「条例」という。〕第２条第１項の暴力団をいう。） 

２ 暴力団員等（条例第２条第３項の暴力団員等をいう。） 
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福山市生涯学習活動費補助金 交付団体選考にかかる配点基準 

 

配点の方法       

「福山市生涯学習活動費補助金要綱」第７条（補助の優先基準）に基づき、次の配点基準表に準じ

て申請活動に得点を与える。 

補助金交付団体については、予算の範囲内において高得点順に補助対象とする。 

また、同得点で複数団体が並んだ場合には、委員により再度、採点を行い交付団体を決定する。 

 

 

【 配 点 基 準 表 】 基礎点 ３０点 

審査項目 審査におけるポイント 配 点 

① 公 開 性 
活動内容がサークル会員に限定されていない取組で

ある。 
１～５点 

② 継 続 性 
一過性のイベント的な活動ではなく、年間を通して

継続的な取組である。 
１～５点 

③ 生 涯 学 習 的 視 点 
生きがいづくり、仲間づくりに繋がる取組である。ま

た、活動成果の発表の場がある。 

１～５点 

（×２） 

④ 公 益 性 

  社 会 的 重 要 性 

学習内容や成果が、公益性・社会的重要性の高いもの

である。 

１～５点 

（×２） 

             追加点 

⑤ 新 規 性 
活動を開始してからの期間が短い（１年以内）団体には、審査会

に出席した委員１人につき１点の得点を加算する。 

※  配点表①～④の区分については、生涯学習活動費補助金運営協議会において審査を行う 

※  傾斜配分による配点：区分③・④×２ 

 

（配点の内訳） 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開性          （５点） 

継続性          （５点） 

生涯学習的視点  （１０点） 

公益性・社会的重要性 

      （１０点） 

 

新規性       

基礎点３０点 

追加点 
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福山市生涯学習活動費補助金交付要綱 

 

 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、福山市生涯学習振興基金条例（平成３年条例第７号）の規定に

基づき、学習団体の自主的・主体的に企画・実施される生涯学習活動に要する経費

に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、福山市補助金交付規則

（昭和４１年規則第１７号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

  （定義） 

第２条 この要綱において「学習団体」とは、次に掲げるものをいう。 

 (1) 本市内に住居を有し又は勤務している者が過半数以上参加している団体で、社会

教育法第１０条に規定する団体 

 (2) 自主的・主体的学習活動を主たる目的とした５人以上の学習グループを対象と

する 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは，対象としない。 

 (1) 暴力団（福山市暴力団排除条例（平成２４年３月１６日条例第１０号。以下「条

例」という。）第２条第１号の暴力団をいう。） 

 (2) 暴力団員等（条例第２条第３号の暴力団員等をいう。）がその学習活動を支配する

団体 

(3) 営利活動，政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体 

 

  （対象活動） 

第３条 補助金交付の対象となる活動は、次に掲げる学習団体の自主的・主体的な学

習活動とし，学習成果が広く社会に還元されるようなものとする。ただし、他に補助

金を受けている活動は対象としない。 

 (1) 子育て支援に関する活動 

 (2) 高齢者福祉や障がい者の社会参加・参画に関する活動 

 (3) 芸術、ものづくりをはじめとした創作活動や文化財の保護に関する活動  

 (4) 人権、環境、福祉、男女共同参画、教育など、現代的課題に関する活動 

 (5) ＮＰＯ等市民活動団体や、企業、大学等との連携に関する活動  

(6) 児童・生徒の学校外活動の促進に関する活動 

 (7) 生涯スポーツの啓発・普及活動 

 

 （補助金額） 

第４条  補助金の額は、１つの学習活動に対して補助対象経費の２分の１以内で、上

限を５万円とする。 
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（補助金の交付の申請） 

第５条 福山市補助金交付規則（昭和４１年規則第１７号。以下「規則」という。）

第４条第３号の規定により補助金交付申請書に，次に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

(1) 資金計画書 

(2) 申請団体概要 

 

  （補助金の交付の決定） 

第６条 前条に規定により補助金の交付の申請があったときは、市長はその内容を審

査し、生涯学習振興基金運営協議会は申請内容について、評価及び審査し補助金の

交付を決定する。 

２ 市長は、補助金の交付決定を行ったときには、速やかにその結果を学習団体に通

知するものとする。 

 

  （補助の優先基準） 

第７条 前項の補助金交付の決定に際しては、次に掲げるものに該当する学習活動を

優先するものとする。 

  (1) 将来的に自立的な継続学習につながるもの 

  (2) 新設ないしは活動期間の短い団体 

  (3) 人材育成を含め広域的に発展が見込めるもの 

  (4) 当該年度内に一定の学習の成果が見込まれるもの 

  (5) 学習内容や成果が、社会啓発や公共の利益につながるもの  

  (6) 過去に当該補助金を受けていないもの 

 

  （補助金の交付） 

第８条 補助金は、１団体につき、１年度当たり１つの学習活動に対してのみ交付す

ることができる。 

２ 補助金は、１団体の市長が同一とみなす学習活動につき、２年度を限度として交

付することができる。ただし、学習活動に一定の成果や効果が見られる場合で、協

議会において補助金の交付が特に必要であると認められるものについては、３年度

を限度として交付することができる。 

３ 市長は、相当の理由があると認める場合は、補助金の前金払いをすることができ

る。 

 

（成果の公表） 

第９条 採択団体は，市長が指定する期日に成果を公表するものとする。  
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 （雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年６月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年５月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年２月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年２月９日から施行する。 
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【 申 込 み・ 問 合 せ先 】  

  福 山 市 市 民 局 まちづくり推 進 部 まちづくり推 進 課  

  福 山 市 東 桜 町 ３ 番 ５ 号  福 山 市 役 所 ９ 階  

  電 話  （ ０ ８ ４ ） ９ ２ ８ － １ ２ ４ ３  

  Ｆ Ａ Ｘ  （ ０ ８ ４ ） ９ ２ ８ － １ ２ ２ ９  


